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令和6年3月末現在

１．基金の概要

基金事業を終了する時期

次回の見直し時期

基金事業の目標

２．見直し結果

目標達成の評価

基金の保有割合

基金の保有割合の
算出

有　・　無

その他

維持補修基金の性質上、目標の策定は困難。

項目 講ずる措置

実施した見直しの概要
（平成１８年８月１５日閣議決定、平成２
０年１２月２４日行政改革推進本部決定
における措置内容等（※２））

1.00

（算出に用いた方式）

直近年度末の基金額÷（事業が完了するまでに必要となる事業費
及び管理費）

使用見込みの低い基金等の取扱いの
検討結果

使用見込みの低い基金等の該当の有無

[有の場合]該当する理由：

令和５年度上関海峡温泉施設維持補修基金
～『補助金等の交付により造成した基金等に関する基準』等に基づく公表～

基金（事業）の名称 上関海峡温泉施設維持補修基金

法人名 上関町

基金額（国庫補助金相当額） 90,000,000円（基金造成額、H24年度）

基金事業の目的
原子力発電施設等立地地域特別交付金の財源により整備された上
関海峡温泉施設の維持補修に要する財源に充てること。

基金事業の概要
（見直し対象となる融資等業務（※１）を
行っている場合は、その概要）

温浴保養施設の機器の更新もしくは補修する経費に充てる。

令和15年度
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３．運用方法

金額（単位：百万円）

39

国債

政保債、地方債

その他社債等

４．執行状況

令和5年度 令和6年度見込み

国費以外 出資等

運用収入 789 783

その他

39,174,229 39,175,018

39,175,018 39,175,801

0 5,000,000

0 5,000,000

39,175,018 34,175,801

＜交付額等＞

交付決定件数

交付決定額

基金残高（a-b）

出資残高

貸付残高

債務保証残高

※１「見直し対象となる融資等業務」とは、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する
法律（平成１８年法律第４７号）第１４条第３号に該当する融資等業務をいう。
※２「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」（平成１８年８月１５日閣議決定）、「補助金等の交
付により造成した基金の見直しについて」(平成２０年１２月２４日　行政改革推進本部）

（

事
業
費

等
）

支
出

事業費（交付額）

管理費（※支出先は当法人及び事務局）

合計（b）

有価証券

収
入

国費

前年度繰り越し

（マイナス）返納額

合計（a）

科目 当該運用資産を選択している理由

預貯金 管理が容易なため

短期・長期信託


